
 裏面もご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉公園はどんな公園になりますか。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

優先整備区域とは。また、今後対象となる優先整備区域の範囲はどこですか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
  

～小平都市計画公園３・３・１号 鎌倉公園について～ 

小平市からのお知らせ 

鎌倉公園周辺にお住まいの皆様へ 
 
 現在、小平市では新小平駅南側周辺地域のまちづくりとして、小平都市計画公園３・３・１号（鎌倉

公園）と小平都市計画道路３・３・３号線（府中街道～山王通り）の都市基盤整備を進めております。 

そのうち、鎌倉公園は「小平市都市計画マスタープラン」及び「小平市みどりの基本計画２０１０」 

で、みどりの拠点として位置付けられており、農業公園などの整備の検討が掲げられています。 

鎌倉公園は昭和３８年９月に小平都市計画公園３・３・１号として都市計画決定がされ、現在、都

市計画道路事業と併せて、令和８年度までに一部の範囲の整備を行うことを目指しています。 

このお知らせでは、皆様からよくご質問をいただく内容や、今後の事業の流れについてご案内し

ます。 

令和２年６月 小平市環境部水と緑と公園課 

鎌倉公園は計画面積２．９ha の大きな公園であることから、様々な機能を持った整備が考えられます。

市の計画である「小平市都市計画マスタープラン」及び「小平市農業振興計画」においては、農業公園の

整備を検討することとしています。これは、鎌倉公園区域内は畑が多く、みどりを保全する観点が反映さ

れたものであります。また、「小平市地域防災計画」においては、防災広場としての機能を、「こだいら健

康増進プラン」においては、健康的要素（健康遊具等）が求められています。これらの計画に加え、前年

度実施したワークショップや、皆様からいただくご意見等も参考とさせていただきながら検討を進めます。 

 

 優先整備区域は、“今後１０年間で優先的に整備         優先整備区域の案内図 

する公園・緑地の区域”を示したものです。事業化 

計画として定めることで、今後事業認可の取得につ 

ながる位置づけとなります。 

この区域については、東京都・特別区・市町で策 

定し、今後改定する予定の「都市計画公園・緑地の 

整備方針」で示されており、計画期間は令和２年度 

～令和１１年度までとなります。 

現在、鎌倉公園で優先整備区域としている範囲は 

生産緑地の畑を中心に約１.６ha の部分です。なお、 

今後の土地利用の変化などに応じて、整備範囲は     凡例      優先整備区域 

広がる可能性があります。 今後、秋頃に予定してい         都市計画公園区域      開園区域 

る説明会にて、範囲をお知らせする予定です。    ※上記の案内図は優先整備区域を示したものであり、今後 

                                取得する事業認可の範囲ではありません。事業認可の範 

                                囲は別途お知らせいたします。 
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     今後の事業の流れ 
 

 ●全体スケジュール 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※現在、第２期までの事業スケジュールを想定しておりますが、今後の状況に応じて変更することがあ 

ります。また、一定のまとまった用地を取得できた段階で工事を実施することから、工事は第１期・ 

第２期共に複数回実施する場合があります。 
 

 ●令和２年度のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ※上記のスケジュールは新型コロナウイルスの影響等で変更する可能性があります。 
 
   
このお知らせは、鎌倉公園周辺地域の皆様に配布しております。今後の整備の進め方など、ご丌明な点がござい

ましたら、下記問合せ先までご連絡ください。 
 

 

 

 

 

 

第１期（７年間程度） 

）)） 

問合せ 
○小平都市計画公園３・３・１号 鎌倉公園に関すること 
 

小平市 環境部 水と緑と公園課 緑化推進担当 
TEL：042-346-9830 E-mail：koen@city.kodaira.lg.jp 

○小平都市計画道路３・３・３号線（府中街道～山王通り）に関すること 
 

小平市 都市開発部 道路課 都市計画道路担当 
TEL：042-346-9828 E-mail：dh0030@city.kodaira.lg.jp 

第２期（Ｒ１２年度以降） 
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１ 事業概要説明の実施（令和２年３月頃から順次実施しています。） 

事業の概要について、適宜、お知らせの配布や市ホームページ等においてご案内するとともに、必要に

応じて、市の職員が直接訪問してご案内します。 

 ２ 用地測量の実施（令和２年６月以降測量をします。） 

優先整備区域とその周辺について、用地の測量を行います。対象となるお宅に対しては、測量に着手す

る前の６月頃にご案内します。 

３ 事業説明会の実施（令和２年秋頃に実施します。） 

鎌倉公園全体の事業説明会を実施します。この説明会では、鎌倉公園の方向性や、ゾーニング（エリア

毎の機能）などをご案内します。また、第１期において実施する工事内容についてもご案内する予定です。 

 

 
４ パブリックコメントの実施（令和３年２月頃に実施します。） 

説明会にていただいたご意見を参考とさせていただき、鎌倉公園整備基本計画（案）を策定し、パブリ

ックコメントを実施します。ご意見の募集期間は１カ月となります。 
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